
① 冷蔵庫 ●具体例

② 電気ポット

③ 実験･演習機器

① 照明

② 空調機

③ パソコン

④ 電気ポット

⑤ 実験･演習機器

⑥ エレベータ

⑦ 便所衛生機器

① 空調停止

② 照明消灯
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注）　新規設備の導入による増加分は、加算しない。

　　　学外者への施設利用分は、加算しない。

「電気使用量１０％削減（２０１０年度比）のためのアクションプラン」
２０１１年度愛知教育大学緊急節電対策

意識改革

その他

デマンド抑制
（ピークカット）

２％削減

a　各課，各講座単位で電気,実験機器の共同利用をする。
　　・共同利用の例：電気ポット,冷蔵庫,実験演習機器,低温室等
　　・耐用年数を経過したエアコン、冷蔵庫等の買い換えの推進
b　各室の照明を消灯する（事前に照度を確認する）。
　　・廊下照明の間引き点灯
　　・日中（窓際）の消灯
　　・昼休みの消灯の徹底
　　・部分（LEDスタンド）照明を活用し，全点灯を停止
c　エレベータの使用制限（夜間，許可制）。
d　スイッチ付テーブルタップ，LEDデスクスタンド，扇風機，照度計，
　　温度計の購入。
e　待機電力の節減（帰宅時に電源コンセントを抜く）。
f　空調の設定温度（夏28℃ 冬19℃）の徹底化をする。
g　便所ジェットタオルの使用を禁止する。暖房便座の閉め忘れを徹底する。
h　全学的な省エネ啓発活動（学長宣言，HP 等）を行う。
i　省エネ推進指導員（パトロール）を組織化して，トップダウン型の
　　啓発活動をする。
j　電力使用量をできる限り細かく開示する。
k　省エネ啓発表示をする（スイッチ周り，掲示板，廊下，便所内 他）。
l　夏季休業，冬季休業を一斉に取得する。
m　各自，夏季の軽装や冬期の寒さ対策をする。
n　夏季に壁面緑化やまき水をして，室温の低下を促す。
o　各自電気機器を台帳化し,消費電力を把握する。
p　自販機の夜間停止又は間引き運転をする。

省エネ推進指導員（パトロール）の組織化

啓発活動

各室電気機器の台帳化

電気設備の集約化
（共同利用の推進）

４％削減

電気設備の使用制限
（無駄遣いをなくす）
（待機電力の削減）

４％削減 目
標
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電力使用量の見える化

壁面緑化活動

服装による調節（クールビズ・ウォームビズ）

一斉休業日数の増加


